
手続きの分類
区民・
事業者印

公印 職員私印 計

押印継続(区方針【※1】
によるもの)

113 261 ０ 374

押印廃止【※2】 1,332 1,304 843 3,479

小計(A＋B) 1,445 1,565 843 3,853

押印継続(外的要因によるもの)【※3】 965

継続検討 27

計 4,845

令和４年２月１日時点の実施状況

※１：区裁量で押印の有無を判断できるものは、一部例外を除き原則押印廃止とする。
※２：押印廃止には「押印でも署名でも可とするもの」を含む。
※３：現時点では押印継続だが、国・都等の動向を注視し迅速に対応していく。
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国の法令、都の条例、外郭団体等
によって押印が定められているもの。
動向を注視し迅速に対応していく。

・実印・印鑑証明、銀行印
・契約書・請書
・協定書、同意書等
・賞状・委嘱状・発令通知
・身分証明書
・督促状・還付通知

・認印（各種申請や請求書等）
・事務的な発出文書（公印省略）
・内部決裁（ゲタ判）
・内部事務文書

※総件数が増加している要因は、①新規手続きが増加したこと、②本調査時に件数の精査を行ったことに起因するものである。

令和３年４月１日時点 令和４年２月１日時点


